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【手続補正書】
【提出日】平成24年12月18日(2012.12.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　０．０００１～２．０重量％の窒素マスタードまたはその薬剤的に許容される塩を含み
、前記窒素マスタードまたはその薬剤的に許容される塩は、非水性媒体または担体中にあ
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り、
　前記窒素マスタードは、ビス－（２－クロロエチル）エチルアミン、ビス－（２－クロ
ロエチル）メチルアミンおよびトリス－（２－クロロエチル）アミン、ならびにそれらの
組み合わせからなる群から選択され、
　前記非水性媒体または担体は、ＨＯＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２ＯＲ７９（Ｒ７９は、
１～６個の炭素原子を有する直鎖アルキル基である。）を含み、且つワセリンまたはエタ
ノールを含有せず、
　前記疾患は、乾せん、湿疹、紫外線角化症、ろうそう、類肉腫症、脱毛症、皮膚Ｔ細胞
リンパ腫、すなわち、菌状息肉症、リンパ細胞の異常増殖、胸膜および腹膜滲出液、皮膚
Ｂ細胞リンパ腫、皮膚の偽リンパ腫、扁平上皮癌、基底細胞癌、気管支原性肺癌、悪性メ
ラノーマ、リンパ肉腫、慢性リンパ性白血病、真性多血症、リンパ腫様丘疹症およびムッ
ハ・ハーベルマン症（ＰＬＥＶＡ）、ならびにそれらの組み合わせからなる群から選択さ
れる、疾患治療の局所用薬剤組成物。
【請求項２】
　ヒドロキシプロピルセルロース、緩衝ゲル、メントール石英ＵＳＰ、ブチル化ヒドロキ
シトルエンＮＦ、グリセリンＵＳＰ、エデト酸２ナトリウムＵＳＰ、デシルメチルスルホ
キシド、Ｋｒｉｓ－エステル２３６、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、エチレングリ
コール（ＥＧ）、ポリプロピレングリコール（ＰＰＧ）およびプロピレングリコール、な
らびにそれらの組み合わせからなる群から選択される少なくとも一種の成分をさらに含有
する、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記組成物は、０．０１５～０．０３０重量％の窒素マスタードまたはその薬剤的に許
容される塩を含有する、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　１５から６０重量％のプロピレングリコールＵＳＰまたはジメチコンまたはシクロメチ
コンをさらに含有する、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　エトキシジグリコール剤、ヒドロキシプロピルセルロース、メントール石英ＵＳＰ、ブ
チル化ヒドロキシトルエンＮＦ、グリセリンＵＳＰ、エデト酸２ナトリウムＵＳＰ、デシ
ルメチルスルホキシド、およびＫｒｉｓ－エステル２３６からなる群から選択される少な
くとも一種の成分をさらに含有する、請求項４に記載の組成物。
【請求項６】
　前記窒素マスタードの薬剤的に許容される塩は、窒素マスタード・ＨＣｌ、窒素マスタ
ード・Ｈ２ＳＯ４、窒素マスタード・ＨＮＯ３、窒素マスタード・Ｈ２ＳＯ４、窒素マス
タード・ＨＢｒおよび窒素マスタード・ＨＩ並びにそれらの組み合わせからなる群から選
択される、請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　前記窒素マスタードは、ビス－（２－クロロエチル）エチルアミン、ビス－（２－クロ
ロエチル）メチルアミンおよびトリス－（２－クロロエチル）アミン、並びにそれらの組
み合わせからなる群から選択される、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　前記窒素マスタードまたはその薬剤的に許容される塩は、ビス－（２－クロロエチル）
メチルアミンまたはその薬剤的に許容される塩である、請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　前記疾患は、皮膚Ｔ細胞リンパ腫、菌状息肉症、乾せん、紫外線角化症、皮膚Ｂ細胞リ
ンパ腫および脱毛症、ならびにそれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項１
に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記疾患は、皮膚Ｔ細胞リンパ腫または菌状息肉症である、請求項１に記載の組成物。
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